
 【参考】 低学年待機児童数の推移・整備効果

２　対象学年
　子どもルームの必要性が高い低学年（１年生～３年生）を主たる対象とする。

　（高学年については、第二次実施計画に基づき29年度末までに高学年ルーム52か所を開設予定／H28.4現在34か所）

学校の余裕教室を子どもルームに改修するもの

学校の敷地内（または外）にリース建物を建設するもの

上記手法ができない場合、民間テナントを賃借するもの

民間事業者に対する補助

　　

平成28年9月1日

【整備計画の考え方】

９か所　４４０人分

放課後児童健全育成事業（子どもルーム）待機児童解消のための緊急３か年対策

１　目　的

３　整備計画

６か所　２６０人分４か所　１７０人分１か所　　４０人分

‥‥

　社会経済状況の変化による女性の就業志向の高まりや働き方の多様化等により、仕事と子育ての両立支援の重要性
が高まっている中、本市においては、今年度、保育所の待機児童が３年ぶりに発生したほか、放課後児童健全育成事
業（子どもルーム）の待機児童が年々増加し、約400人に至る事態となっている。
　また、国・政府の方針として、一億総活躍社会の実現等、女性の社会進出に伴う受け皿づくりが更に進められてい
く予定であり、子どもルームの待機児童は今後も増加していく見込みであることから、保育所のみならず、子ども
ルームの待機児童解消に向けた取組みとして、今年度から３か年の緊急対策を実施するものである。
（参考）
　従来は、当該年度の待機児童数からルーム整備の必要性を検討し、市が整備（市社協に一括委託）を行ってきたた
め、整備が進まなかった側面があるが、今後は、子どもルーム需要の高まりに伴い、児童推計や周辺の開発状況等を
踏まえるとともに民間事業者の活力を導入し、計画的に受入れ枠を増やす方針とした。
　なお、本対策を実施しない場合は、平成31年度には900人以上の待機児童が発生するものと見込まれる。

実施年度 ２８年度(補正) ２９年度 ３０年度

（３）テナント賃借　‥‥‥‥‥‥

合　計

　※ 実際の申込状況や児童数の将来推計の変動等に応じ、以降の整備箇所や順序、整備手法等について、
　　随時、再調整を行う。

３か所　１８０人分

‥‥

（２）リース建物　‥‥‥‥‥‥‥

（１）教室改修　‥‥‥‥‥‥‥‥

 (3) テナント賃借

３か所　１８０人分

１か所　　４０人分

８か所　３９０人分

４か所　１８０人分

（新）民間活力の導入　‥‥‥‥‥

 (1) 教室改修

 (2) リース建物

５か所　２２０人分

受入枠拡大
３１年４月～３０年４月～２９年４月～

２か所　　４０人分２か所　　４０人分３か所　　９３人分

４


